
 

旧神岡東部地区農業集落排水施設槽内清掃等業務委託 

 

仕様書 

 

１．適  用 

本仕様書は、旧神岡東部地区農業集落排水施設槽内清掃等業務委託を実施するためのもの

である。 

 

２．履行場所 

 大仙市神宮寺字萩原地内  旧神岡東部地区農業集落排水施設処理場 

 

３．業務目的 

 神岡東部地区農業集落排水処理場の廃止に伴う、各槽の洗浄、消毒、発生した汚水・汚泥

等堆積物の搬出・運搬・処分、ろ材・接触材等除去物の搬出・運搬・処分、場内清掃を行う。

なお、各作業で対象となる槽は以下のとおりとする。 

 

（１）槽内清掃・消毒 

  ばっ気沈砂槽 

  流量調整槽 

  計量槽 

  １系嫌気ろ床槽 

  ２系嫌気ろ床槽 

  １系接触ばっ気槽 

  ２系接触ばっ気槽 

  １系沈殿槽 

  ２系沈殿槽 

  散水ポンプ槽 

  消毒槽 

  放流ポンプ槽 

  脱離液ポンプ槽 

  汚泥濃縮貯留槽 

  １系汚泥貯留槽 

  ２系汚泥貯留槽 

 

（２）ろ材等引抜処分 

  １系嫌気ろ床槽 

  ２系嫌気ろ床槽 

  １系接触ばっ気槽 

  ２系接触ばっ気槽 

 

 



４．業務期間 

期間は、令和７年１２月１７日から令和８年３月１９日までとする。 

 

５．業務内容 

 （１）洗浄、消毒 

     場内各槽の洗浄、及び消毒を行う。 

 （２）汚水、汚泥等堆積物の搬出 

     洗浄作業等により発生した汚水、汚泥等堆積物を搬出、運搬する。 

 （３）ろ材等引抜、処分 

     槽内の接触材及びその引抜に支障となる機器、配管等を引抜き、運搬処分する。 

 （４）場内清掃 

     場内の床、壁面を清掃する。 

 （５）結果報告 

     業務成果は、報告書により報告すること。 

 （６）留意事項 

①作業に当たり、酸素欠乏、硫化水素発生の危険があるため、酸素欠乏・硫化水素危

険作業主任者を配置し、その指示のもと作業を行うこと。 

②当該処理場は、現在停止中であるが、場内の設備については必要最低限の範囲で使

用できるものとする。なお、設備の稼働により発生する電気料等の費用は発注者が

負担するものとする。 

③場内清掃においては、既設の設備等の状況を踏まえ、可能な限り実施すること。 

④引き抜いた汚水、汚泥、堆積物等は適正に運搬し、処理すること。なお、コンクリ

ート殻等の産業廃棄物が発生した場合は、実績により変更契約等の措置をとるもの

とする。 

⑤本施設は、保守点検業務を実施中であり、点検作業等の支障にならないよう、事前

調査及び関係者と協議のうえ実施すること。 

 

６．提出書類 

 （１）着手時  業務着手届、業務計画書、管理技術者通知書   各１部 

 （２）完了時  業務完了届、業務完了報告書、作業写真帳    各１部 

 

７．その他 

（１）受注者は、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、業務を実施すること。 

（２）受注者は、図面及び本仕様書に定めない事項であっても、業務上必要と認められる

事項については、契約金額の範囲内において実施するものとする。 

（３）その他必要な事項等については、発注者と協議の上実施するものとする。 

 


